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日中活動サービスの支給決定量の見直しについて（通知） 

 

平素は、本市障害福祉施策の円滑な推進について、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、本市においては標記の日中活動サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援（Ａ型・Ｂ型））に係る支給決定量については、利用者の利用頻度に関わらず、一律に「月日数－８

日」とする取り扱いを行っておりましたが、利用者への適切な支給量決定及び給付管理を行う観点か

ら当該取り扱いを見直し、サービス等利用計画案の週間計画表にもとづき必要な支給量を決定するこ

とといたしましたので、通知します。 

つきましては、本市利用者に係るサービス等利用計画案を作成する際には、週間利用計画表に位置

づけた利用日数にもとづき支給量（「○日／月」又は「月日数－８日」）を記載いただくよう、お願い

します。 

なお、新規にサービス利用を始める場合などで、短期間（概ね２ヶ月以内）に利用日数を増やして

いくことが明確な場合は、週間計画表に予定される頻度の位置づけを行うとともに、備考欄等に「当

初週１回の利用から始め、徐々に週３日の利用を予定」など適切な支給決定量ができるよう、ご協力

下さい。 

記 

１．日中系サービスの支給決定量の目安   

サービス種類 週間計画表の位置づけ 支 給 量 

生活介護 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

週１回 ５日／月 

週２回 １０日／月 

週３回 １５日／月 

週４回 １９日／月 

週５回 当該月の日数－８日／月 
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